
自習室利用案内 
福島県立図書館 

 

下記のとおり自習室を開放しますので、ご利用ください。 

記 

○ 期 間 平成 29年７月１5日（土）～平成 29年８月 27日（火） 

（ただし７月18日（火）、７月24日（月）、７月28日（金）、 

7月31日（月）、８月３日（木）、８月7日（月）、 

８月14日（月）、８月25日（金）を除く。※裏面参照） 

○ 時 間 午前１０時～午後5時１５分 

○ 場 所 福島県立図書館３階第１研修室（又は第２研修室、会議室） 

      ※日によって場所が変わります。 

【利用方法】 

◇ 自習室では、持ち込み資料を利用して自習をすることができます。 

◇ 利用券の申請や事前予約などの手続きは必要ありません。 

※入口に設置の「福島県立図書館自習室利用簿」にご記入の上ご利用く

ださい。 

◇ 利用時間に制限は設けません。 

◇ パソコンを持ち込んで他の人に迷惑をかけずに利用することができます。 

 

【利用上の注意】 

◇ 自習室は、飲食禁止です。飲食する場合は３階の廊下のソファー又は２

階の軽読書コーナーを利用してください。ただし、ペットボトル及び水

筒など倒してもこぼれない容器に入った飲み物は可とします。 

◇ 自習室内では携帯電話やスマートフォンは電源を切るかマナーモードに

設定してください。 

◇ 自習室は、携帯電話やスマートフォンでの通話は禁止です。通話する場

合は、３階のエレベーター前か２階の正面玄関付近を利用してください。 

◇ パソコン、携帯電話及びスマートフォンなどの充電は行わないでくださ

い。 

◇ 私語を慎むほか他の利用者の迷惑となる行為を行わないでください。 

◇ 立入禁止区域には入らないでください。 

◇ 上記の利用方法を守らない場合は、職員は退室を求めることができるも

のとします。 

 

※ 自習室開放期間中の開館日でも、７月28日（金）と8月25日（金） 

は自習室が利用できません。 

第２研修室及び会議室は第１研修室と比べ狭いので、ご注意下さい。 


